
 

 
 

付 議 第 １ 号 
 
 

高知県教育委員会事務局職員被服貸与規則の一部を改正する規則議案 
 
 
 高知県教育委員会事務局職員被服貸与規則（平成 14 年高知県教育委員会規則

第６号）の一部を別紙のとおり改正することについて、議決を求めます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 高知県教育委員会事務委任等規則（平成 4年教育委員会規則第１号）   

第２条 教育委員会は、次に掲げる事務を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

   (３)規則及び訓令を制定し、又は改廃すること。  
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教 育 委 員 会 規 則  

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 職 員 被 服 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規

則 を こ こ に 公 布 す る 。  

平 成 30年  月  日  

高 知 県 教 育 長  伊 藤  博 明  

高 知 県 教 育 委 員 会 規 則 第  号  

高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 職 員 被 服 貸 与 規 則 の 一 部 を 改 正  

す る 規 則  

高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 職 員 被 服 貸 与 規 則 （ 平 成 14年 高 知 県 教

育 委 員 会 規 則 第 ６ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。  

高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 及 び 教 育 機 関 職 員 被 服 貸 与 規 則  

第 １ 条 中 「 高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 」 を 「 高 知 県 教 育 委 員 会 事

務 局 及 び 教 育 機 関 」 に 改 め る 。  

別 表 中  

「       

文 化 財 課 に 勤 務 す る 職 員

で 、 文 化 財 等 の 調 査 、 保 存

及 び 修 理 等 の 業 務 に 従 事 す

る も の  

 

作 業 服 （ 夏 ）  

作 業 服 （ 冬 ）  

ゴ ム 長 靴  

雨 ガ ッ パ  

防 寒 着  

作 業 靴  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

２  

２  

２  

３  

３  

２  

」       
を  

「       

文 化 財 課 に 勤 務 す る 職 員

で 、 文 化 財 等 の 調 査 、 保 存

及 び 修 理 等 の 業 務 に 従 事 す

る も の  

作 業 服 （ 夏 ）  

作 業 服 （ 冬 ）  

ゴ ム 長 靴  

雨 ガ ッ パ  

防 寒 着  

作 業 靴  

１  

１  

１  

１  

１  

１  

２  

２  

２  

３  

３  

２  

 

 県 立 図 書 館 に 勤 務 す る 職 員  制 服  ２  ４  

」       
に 改 め る 。  

別 記 様 式 中 「 高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 職 員 被 服 貸 与 規 則 」 を

「 高 知 県 教 育 委 員 会 事 務 局 及 び 教 育 機 関 職 員 被 服 貸 与 規 則 」 に 改

め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 平 成 30年 ７ 月 ２ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

別紙
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別記 

第１号様式（第４条関係） 

被服貸与申請書 

 

年  月  日 

所属長 様 

 

申請者 所属 

職名 

氏名            ㊞ 

 

下記のとおり被服の貸与を受けたいので、高知県教育委員会事務局及び教育機関職員被

服貸与規則第４条の規定により申請します。 

 

記 

 

品目 規格 数量 貸与の申請事由 

    

    

    

    

    

 

 

※処理欄 

 

上記のとおり申請がありましたので、被服を貸与してよろしいでしょうか。 

 

所属長    担当 

 

 
    

貸与年月日 年  月  日 申請者受領印  

台帳記載年月日 年  月  日 
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第２号様式（第８条関係） 

貸与被服毀損（紛失）届 

 

年  月  日 

所属長 様 

 

届出者 所属 

職名 

氏名            ㊞ 

 

下記のとおり貸与を受けた被服を毀損した（紛失した）ので、高知県教育委員会事務局

及び教育機関職員被服貸与規則第８条第１項の規定により報告します。 

 

記 

 

品目 規格 数量 毀損の程度及び理由又は紛失の理由 
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第３号様式（第８条関係） 

被服再貸与申請書 

 

年  月  日 

所属長 様 

 

申請者 所属 

職名 

氏名            ㊞ 

 

下記のとおり被服の再貸与を受けたいので、高知県教育委員会事務局及び教育機関職員

被服貸与規則第８条第２項の規定により申請します。 

 

記 

 

品目 規格 数量 再貸与の申請事由 

    

    

    

    

    

 

 

※処理欄 

 

上記のとおり申請がありましたので、被服を再貸与してよろしいでしょうか。 

 

所属長    担当 

 

 
    

再貸与年月日 年  月  日 申請者受領印  

台帳記載年月日 年  月  日 
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第４号様式（第10条関係） 

貸与被服返納届 

 

年  月  日 

所属長 様 

 

届出者 所属 

職名 

氏名            ㊞ 

 

高知県教育委員会事務局及び教育機関職員被服貸与規則第10条の規定により、下記のと

おり貸与を受けた被服を返納します。 

 

記 

 

品目 規格 数量 返納の理由 

    

    

    

    

    

 

 

※処理欄 

 

上記のとおり届出がありましたので、返納された被服を受領してよろしいでしょうか。 

 

所属長    担当 

 

 
    

返納年月日 年  月  日 担当受領印  

台帳記載年月日 年  月  日 
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高知県教育委員会事務局職員被服貸与規則の一部を改正する規則議案説明 
 
 
１ 改正の目的 

平成 30 年７月 24 日に開館する県立図書館（オーテピア高知図書館）に勤務

する職員に対し職務の遂行上必要となる制服を貸与するために規則の一部を

改正しようとするもの。 
 
 
２ 改正の主な内容 
 （１）規則の題名を「高知県教育委員会事務局及び教育機関職員被服貸与規

則」に改める。 
（２）県立図書館に勤務する職員に対し制服を４年間で２着貸与することを追

加する。 
（３）別記様式の「高知県教育委員会事務局職員被服貸与規則」を「高知県 

教育委員会事務局及び教育機関職員被服貸与規則」に改める。 
 

３ 施行期日 

  平成 30 年７月２日から施行する。 

参考資料１ 



新
旧

対
照

表

新
旧

高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
教
育
機
関
職
員
被
服
貸
与
規
則

(抜
粋
)

高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
被
服
貸
与
規
則

(
抜
粋
)

(
趣
旨
)

第
1
条

こ
の
規
則
は
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
職

員
(
常
時
勤
務
に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
職
員
及
び
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
(
地
方

公
務
員
法
(昭
和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
)
第
2
8
条
の
4
第
1
項
若
し
く
は
第
28
条

の
5
第
1
項
又
は
第
2
8
条
の
6
第
1
項
若
し
く
は
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ

れ
た
職
員
で
、
同
法
第
2
8
条
の
5
第
1
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め

る
も
の
を
い
う
。
)
に
限
る
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
)
に
対
す
る
職
務
の
遂
行
上

必
要
な
作
業
服
、
ゴ
ム
長
靴
等
(
以
下
「
被
服
」
と
い
う
。
)の
貸
与
及
び
そ
の
管
理

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

(趣
旨
)

第
1
条

こ
の
規
則
は
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
に
勤
務
す
る
職
員
(
常
時
勤
務

に
服
す
る
こ
と
を
要
す
る
職
員
及
び
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
(
地
方
公
務
員
法
(
昭

和
2
5
年
法
律
第
2
6
1
号
)
第
28
条
の
4
第
1
項
若
し
く
は
第
2
8
条
の
5
第
1
項
又

は
第
2
8
条
の
6
第
1
項
若
し
く
は
第
2
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
職
員
で
、

同
法
第
2
8
条
の
5
第
1
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
を
い

う
。
)
に
限
る
。
以
下
「
職
員
」
と
い
う
。
)
に
対
す
る
職
務
の
遂
行
上
必
要
な
作
業

服
、
ゴ
ム
長
靴
等
(
以
下
「
被
服
」
と
い
う
。
)
の
貸
与
及
び
そ
の
管
理
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

別
表
(第
3
条
関
係
)

別
表
(
第
3
条
関
係
)

職
員
の
範
囲

品
目

数 量

貸
与

期
間

略
略

略
略

県
立
図
書
館
に
勤
務
す
る
職
員

制
服

2
4

職
員
の
範
囲

品
目

数 量

貸
与

期
間

略
略

略
略

参考資料２
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別
記

第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

被
服
貸
与
申
請
書

年
月

日

所
属
長

様

申
請
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

下
記
の
と
お
り
被
服
の
貸
与
を
受
け
た
い
の
で
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
教
育
機
関
職
員
被

服
貸
与
規
則
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

※
処
理
欄

上
記
の
と
お
り
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
被
服
を
貸
与
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

別
記

第
１
号
様
式
（
第
４
条
関
係
）

被
服
貸
与
申
請
書

年
月

日

所
属
長

様

申
請
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

下
記
の
と
お
り
被
服
の
貸
与
を
受
け
た
い
の
で
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
被
服
貸
与
規
則
第

４
条
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

※
処
理
欄

上
記
の
と
お
り
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
被
服
を
貸
与
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

品
目

規
格

数
量

貸
与
の
申
請
事
由

所
属
長

担
当

貸
与
年
月
日

年
月

日
申
請
者
受
領
印

台
帳
記
載
年
月
日

年
月

日

品
目

規
格

数
量

貸
与
の
申
請
事
由

所
属
長

担
当

貸
与
年
月
日

年
月

日
申
請
者
受
領
印

台
帳
記
載
年
月
日

年
月

日
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第
２
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

貸
与
被
服
毀
損
（
紛
失
）
届

年
月

日

所
属
長

様

申
請
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

下
記
の
と
お
り
貸
与
を
受
け
た
被
服
を
毀
損
し
た
（
紛
失
し
た
）
の
で
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局

及
び
教
育
機
関
職
員
被
服
貸
与
規
則
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。

記

第
２
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

貸
与
被
服
毀
損
（
紛
失
）
届

年
月

日

所
属
長

様

申
請
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

下
記
の
と
お
り
貸
与
を
受
け
た
被
服
を
毀
損
し
た
（
紛
失
し
た
）
の
で
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局

職
員
被
服
貸
与
規
則
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
し
ま
す
。

記

品
目

規
格

数
量

毀
損
の
程
度
及
び
理
由
又
は
紛
失
の
理
由

品
目

規
格

数
量

毀
損
の
程
度
及
び
理
由
又
は
紛
失
の
理
由
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第
３
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

被
服
再
貸
与
申
請
書

年
月

日

所
属
長

様

申
請
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

下
記
の
と
お
り
被
服
の
再
貸
与
を
受
け
た
い
の
で
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
教
育
機
関
職
員

被
服
貸
与
規
則
第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

※
処
理
欄

上
記
の
と
お
り
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
被
服
を
再
貸
与
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

第
３
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

被
服
再
貸
与
申
請
書

年
月

日

所
属
長

様

申
請
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

下
記
の
と
お
り
被
服
の
再
貸
与
を
受
け
た
い
の
で
、
高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
被
服
貸
与
規
則

第
８
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
申
請
し
ま
す
。

記

※
処
理
欄

上
記
の
と
お
り
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
被
服
を
再
貸
与
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

品
目

規
格

数
量

再
貸
与
の
申
請
事
由

所
属
長

担
当

再
貸
与
年
月
日

年
月

日
申
請
者
受
領
印

台
帳
記
載
年
月
日

年
月

日

品
目

規
格

数
量

再
貸
与
の
申
請
事
由

所
属
長

担
当

再
貸
与
年
月
日

年
月

日
申
請
者
受
領
印

台
帳
記
載
年
月
日

年
月

日
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第
４
号
様
式
（
第
1
0
条
関
係
）

貸
与
被
服
返
納
届

年
月

日

所
属
長

様

届
出
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
教
育
機
関
職
員
被
服
貸
与
規
則
第
1
0条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と

お
り
貸
与
を
受
け
た
被
服
を
返
納
し
ま
す
。

記

※
処
理
欄

上
記
の
と
お
り
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
返
納
し
た
被
服
を
受
領
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

第
４
号
様
式
（
第
10
条
関
係
）

貸
与
被
服
返
納
届

年
月

日

所
属
長

様

届
出
者

所
属

職
名

氏
名

㊞

高
知
県
教
育
委
員
会
事
務
局
職
員
被
服
貸
与
規
則
第
10
条
の
規
定
に
よ
り
、
下
記
の
と
お
り
貸
与
を
受

け
た
被
服
を
返
納
し
ま
す
。

記

※
処
理
欄

上
記
の
と
お
り
届
出
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
返
納
し
た
被
服
を
受
領
し
て
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。

品
目

規
格

数
量

返
納
の
理
由

所
属
長

担
当

返
納
年
月
日

年
月

日
担
当
受
領
印

台
帳
記
載
年
月
日

年
月

日

品
目

規
格

数
量

返
納
の
理
由

所
属
長

担
当

返
納
年
月
日

年
月

日
担
当
受
領
印

台
帳
記
載
年
月
日

年
月

日
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